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    午前９時３１分開会 

○委員長（安冨法明君） おはようございます。只今より総務企業委員会を開会いた

します。先の本会議におきまして本委員会に付託をされました市長提出議案１４件

につきまして審査をいたしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申

し上げます。市長さんご報告等ございましたらどうぞ。 

○市長（村田弘司君） 特にございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 議長よろしいですか。 

○議長（秋山哲朗君） よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 委員の皆さん方よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより審査を始めます。最初に議案第１号平成

２２年度美祢市一般会計補正予算（第８号）を審査をいたします。執行部より本委

員会所管事項についての説明を求めます。はい、重村局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは一般会計補正予算（第８号）につきまして

ご説明をいたします。最初に歳出のほうからご説明をさせていただきます。補正予

算書１－３４、３５ページをお開き願います。議会費でございます。議会費におき

ましてこの度の補正で総額５４５万円を減額するものでございます。右ページの説

明欄の００２議員人件費につきまして、２７０万２，０００円減額補正をしており

ますが、これは議員死去に伴います議員報酬等の減額でございます。次に００３議

会経費の普通旅費でございますが、２７４万８，０００円減額しております。これ

は議員視察旅費等の決算見込みによる減額でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、福田総務部部長。 

○総務部次長（福田和司君） 続きまして、２款総務費・総務管理費の一般管理費に

ついてご説明をさせていただきます。今回の補正額でございますが、補正額が３億

５，２６０万４，０００円でございます。その内訳につきまして、右側３５ページ

のほうで説明をさせていただきます。００２一般職員人件費でございますが、これ

は当初定年退職に伴います予算計上１４名分以外に、自己都合によりまして１４名

の職員の退職手当が発生したことに伴いまして３億３，９９１万５，０００円の増

額補正をするものでございます。続きまして、００４の総務管理経費でございます

が、上のほうの退職手当負担金でございますが、これは病院職員医師の退職に伴い
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ます退職手当の負担部分１，３９５万６，０００円を増額補正をするものでござい

ます。続きまして、職員退職手当基金利子積立金につきましては、後程財政課長の

ほうから説明があります。続きまして、０１１の防災対策関連経費でございます

が、印刷製本費１３７万４，０００円の減額となっております。これにつきまして

は防災ガイドブック印刷に伴います不用額でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） それでは一般管理費の先程の職員退職手当基金利

子積立金１０万７，０００円と目の活性化対策費の００１ゆたかなまちづくり基金

利子積立金３０万３，０００円でございます。これにつきましては、平成２１年度

での取り崩しを予定しての利子計算をしておりましたが、最終的に取り崩しを行わ

ずに済んだことによりまして、積立金利子に不足が生じましたので補正をいたすも

のでございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 目１０活性化対策費の００２地域ＰＲ事

業でございます。地域発信チャレンジ推進事業補助金を１５０万２，０００円ほど

減額しております。この事業は美祢市の発信に意欲的な団体が企画運営する地域発

信活動を幅広く支援することにより、効果的、効率的に地域発信を行うことを目的

としておるものでございますが、４月に募集したところ３団体から申請がありまし

て、うち２団体が事業完了したことにより実績により減額するものでございます。

００３人口定住促進事業の土地開発公社事業補助金でございますが、これを１６３

万８，０００円ほど減額しております。これにつきましては、公社の委託料に不用

が生じたことと借入利息では当初見込より減少したために、公社の決算の収入・支

出バランスを取るための補正でございます。続きまして、議案書の１－５６ページ

をお開き下さい。ここは債務負担行為の廃止でございますけど、一番下に土地開発

公社が行う下記事業に係る借入金に対する債務保証ということで、湯の口分譲団地

の事業が掲載してございます。これにつきましては、当初借り換えを予定しており

ましたが、金融機関と協議する中で、条件変更で対応するということになりました

ので、今回、債務負担行為を廃止するものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きまして、１－３４、３５、同じペー
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ジでございます。目１４公共交通対策費でございますが、生活バス路線維持事業費

を１，００９万１，０００円増額補正するものでございます。これは乗客数の減に

よるものでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） ふるさと創造未来交付金事業でございま

す。００１ふるさと創造未来交付金事業を６５２万６，０００円を減額しておりま

す。これは地域における様々なニーズや生活環境を解決するために地域の活性化を

図り、均衡ある地域の発展に資することが目的とした事業でございますが、５月か

ら募集をかけまして、３０団体の申請がありました。この申請につきましては、地

域審議会のほうに諮問をいたしまして、対象事業を決定したところでございます

が、採択事業２１件の交付決定額を２，３４７万４，０００円としたことから不用

額を減額するものでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きまして、１ページめくって頂きまし

て、１－３６、３７でございます。総務費・統計調査費でございますが、目の指定

統計調査費、国勢調査経費を１０３万円減額補正するものでございます。これは指

導員調査員人数の減によるものでございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 続きまして、１－４４、４５をお開き下

さい。一番下に商工費・商工振興費がございます。商工振興費のうちふるさとまつ

り委託料２１６万を１５１万２，０００円減額し、６４万８，０００円とするもの

でございます。これはアンモナイトフェスティバルございますが、まつり直前の豪

雨のため中止となりましたことにより、委託料から事前に準備のため契約をしてい

たものについてのキャンセル料等差し引いた経費を減額するものでございます。同

じく商工振興費の中小企業融資制度事業経費のうち商工貯蓄共済融資制度保証料補

給補助金、次のページでございますけども３００万円を１２２万円減額し、１７８

万円とするものでございます。これは平成２２年１月から１２月までの実績に基づ

くものでございます。次に飛びまして５の道の駅管理経費でございます。道の駅管

理経費のうち光熱水費４４１万円に５０万３，０００円を追加し、４９１万３，０

００円とするものでございます。これは道の駅みとうの電気料及び水道使用料の増
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によるものでございます。後程歳入でもご説明いたしますが、レストラン及び交流

の館での使用する電気料及び水道料が増えたものでございます。次に８の十文字工

業団地給水施設費でございます。これは１２８万４，０００円を減額するものでご

ざいます。これは２２年度に新たな企業の進出を予定しておりましたが、２２年度

中には進出に至らなかったことによる減額でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 続きまして、１－５２、５３ページをお開き願い

たいと思います。１２款公債費でございます。元金といたしまして、７６３万円の

減額でございます。これにつきましては借入を予定しておりました市債の借入を行

わなかったことによります減額でございます。続きまして利子で１，４６６万７，

０００円の減額をいたしております。これは借入利率の確定に伴いまして減額をい

たすものであります。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） ページが前後しまして誠に申し訳ござい

ません。１－４２、４３をお開き願いたいと思います。４款衛生費・病院費でござ

いますが、２の美祢社会復帰促進センター診療所費といたしまして、美祢社会復帰

促進センター診療所運営事業２１９万４，０００円を減額補正をしております。こ

れは医薬材料費の減によるものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 川島税務課長。 

○総務部税務課長（川島 茂君） 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。

補正予算書の１－１６、１７をお開き願いたいと思います。市税でございます。ま

ず１項の市民税でございますが、市民税法人分でございます。当初１億６，４９４

万３，０００円を３，９２０万７，０００円の補正により２億４１５万円とするも

のであります。これにつきましては、予算作成時政権交代など雇用や経済情勢も不

安定な中において、特にコンクリートから人への声も高まり、美祢市にも相当な影

響があることを予測したものでございました。しかしながら一部には業績が大幅に

伸びた事業所も見受けられるなど、市内全体でも法人分につきましては前年度を上

回る歳入見込みとなったものでございます。なお個人市民税と併せまして約１２億

円の歳入が見込まれるという状況にございます。続きまして、１款２項の固定資産

税でございます。家屋につきましては、一般住宅や法人の工場、倉庫などの新増築
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が当初見込みほどの伸びがなかったことによる減額でございます。なお償却資産税

につきましては、大企業な設備投資が行われた事業所もございまして、また全体的

にも市内の事業所では設備投資が進んだことによって、大幅な税収増となる見込み

でございます。これら固定資産税全体で５，６７０万４，０００円の増額補正を行

うものでございます。次に１款４項のたばこ税でございます。今回１，９８１万

７，０００円の減収見込みを組ませていただいておりますけども、これは昨年１１

月からのたばこの値上げによって、消費が落ち込んだことによるものでございま

す。特に値上げの１１月分につきましては、平常月の５０％まで落ち込んだという

ことでございます。しかしながら現在は徐々に値上げ前の状態にまで消費が回復し

つつある状況でございます。続きまして、１款５項の鉱産税でございます。これも

先程申しましたように、予算編成時のコンクリートから人への声が広まっておる

中、特に美祢市においては鉱産税への影響が大きいものというふうに予測をしてお

りましたが、この予測を覆すものでありまして、今年度は全体的に鉱山事業の業績

が伸びたという実績がございます。このため増額補正を行うものでございます。以

上が市税に係る補正でございますが、次の２款から８款まで譲与税及び交付金のご

説明というふうになります。まず２項の一番下の表でございますが、地方譲与税で

ございます。これにつきましては、エコカー減税の影響を受けまして自動車本体の

売り上げは伸びたものの、剰余金につきましては４１０万１，０００円の減収の見

込みとなっておる状況でございます。１ページめくって頂きまして、１－１８、１

９をお開き願いたいと思います。３款１項の利子割交付金でございます。３１３万

４，０００円の増収を見込んでおります。これにつきましては、今年１月末までの

歳入実績により想定したものでございます。次に６款１項の消費税交付金でござい

ます。これにつきましても今年１月までの実績により算定したもので１，１４１万

円の増収を見込んでおるところでございます。最後ですが、８款１項の自動車所得

税交付金でございます。これにつきましてもエコカー減税の影響により予算見込額

に届かず、５８１万６，０００円を今回減額補正するものでございます。以上で税

収に係る説明を終わらせていただきます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 続きまして、１０款地方交付税でございます。今

回の補正財源といたしまして、普通交付税１億８，７１１万４，０００円を補正す
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るものであります。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 続きまして、ページめくって頂きまし

て、１－２０、１－２１、中程１３款使用料及び手数料・商工使用料でございま

す。工業団地給水使用料６６５万円を減額するものでございます。これは十文字工

業団地８社進出をしていただいております企業のうち、１社で９５％程度の水の利

用を頂いてる企業の方が節水の設備を改修されたことにより使用料が減額したもの

でございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きまして、１－２２、２３ページでご

ざいます。１４款国庫支出金でございますが、衛生費委託金として美祢社会復帰促

進センター診療所管理委託金２１９万４，０００円を減額補正するものでございま

す。これは支出の項でも申し上げましたが、医薬材料費の減に伴うものでございま

す。続きまして、１－２４、２５ページでございます。県支出金の総務費県補助金

でございますが、生活バス路線対策事業、これは乗客数の変動によりまして６１万

７，０００円を減額補正するものでございます。続きまして、１ページめくって頂

きまして、１－２６、２７ページでございます。同じく県支出金の総務費委託金、

国勢調査費でございますが、指導員、調査員人数の減によりまして１０３万円を減

額補正するものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 続きまして、１６款財産収入でございます。先程

歳出で説明した理由によりまして、ゆたかなまちづくり基金利子を３３万３，００

０円、職員退職手当基金利子１０万７，０００円を補正するものであります。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 同じページのその下の寄附金でございま

す。１７款寄附金・１一般寄附金でございますが、一般寄附金として１５９万円を

増額補正しております。これはニューメディア推進財団、ここの基金の処分の寄附

金でございます。続きまして、１－２８、２９ページでございます。２０款諸収入

の雑入でございますが、伝送路移転補償費として１４５万円を増額補正しておりま

す。これは７月の災害によりまして、ＭＹＴの線、災害復旧工事堀越で行っていた
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だいておりますその時の移転補償料でございます。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 同じく雑入でございます。商工雑入で道

の駅みとう雑入３０万５，０００円を増額しております。これは先程歳出のほうで

説明しました使用料が増えた分、実費を負担して頂くものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 済みません。戻って頂きまして、同ページの１８

款繰入金でございます。ゆたかなまちづくり基金繰入金１億円でございます。これ

につきましては、災害復旧で翌年度において国庫補助金として採択を受け補助金が

交付される事業を早期に復旧を行うため、施越事業といたしまして前倒しで実施す

ることにいたしました結果、国庫補助金は翌年度に交付されることから、本年度当

面必要とする財源をゆたかなまちづくり基金１億円を取り崩し対応するものであり

ます。なお補助金交付を受ける翌年度において、基金へ積み戻しを行うことといた

しております。続きまして、その下の職員退職手当基金繰入金５，０００万円を減

額いたしております。決算見込み等に考慮いたしまして、減額いたすものでありま

す。続きまして、同ページの２１款市債でございます。市債におきましては、事業

の増減等によりまして、所要額の増減調整を行っておりますが、次のページ１－３

０、３１ページをお開き願いたいと思います。目の２教育費におきまして、花づく

り推進事業債として１，２００万円、５農林債、秋吉台山焼き事業債４００万円、

５１民生債の社会福祉協議会運営補助事業債４，３３０万円から５４商工費の５０

０万円までにつきましては、過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い財政上

の特別措置の拡充といたしまして、措置されることになりました過疎対策事業債、

ソフト事業分１億２，８３０万円を追加計上いたしております。続きまして、１－

３２、１－３３ページをお開き願いたいと思います。勧奨及び自己都合による職員

の退職手当の増に対応すること、一般財源の平準化のために退職手当債２億円を追

加計上いたしております。続きまして、１－７ページにお戻り頂きたいと思いま

す。繰越明許費につきましてご説明をいたします。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） それでは繰越明許費につきましてご説明

をいたします。１－７ページでございます。２総務費・項が総務管理費でございま
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すが、地域情報化事業７７０万円を繰り越すものとしております。これは秋芳地域

の公共施設におけるケーブルテレビの接続工事に関する費用でございます。続きま

して、きめ細かな交付金事業、これを２億６００万円繰越をいたしております。こ

れにつきましては、机上にお配りの、本日お配りの１枚、Ａ４の横の紙でございま

すが、内訳を示しております。まず一番上、細目名の所にございますが、サインシ

ステム整備事業といたしまして、先の１月臨時議会で補正を頂きました５，３３２

万円を工期の関係により繰り越しさせて頂くものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重財政課長。 

○総務部財政課長（倉重郁二君） 続きまして１－９ページをお開き願いたいと思い

ます。第４表地方債の補正でございます。先程歳入のほうでご説明した理由により

まして、地方債の追加及び次のページにおきまして、１－１０ページにおきまし

て、地方債の補正を行うものでございます。以上で説明のほう終わらせて頂きま

す。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） さっきの鉱産税の所、鉱産税と言えば宇部興産と大平洋と住

友、この３社だけですかいね。 

○委員長（安冨法明君） はい、川島税務課長。 

○総務部税務課長（川島 茂君） 只今の南口委員のご質問でございますが、この３

社だけではございません。全部で１０社程度ございます。大小いろいろございます

けど。（発言する者あり）増えたのがですね今細かい資料を持っておりませんの

で、後程ちょっとまたお示ししたいと思います。よろしいでしょうか。（発言する

者あり）小さい。小さいちゃおかしいんですけど規模によって。今７社、申し訳ご

ざいません。（発言する者あり）今までの、この１月までの。（発言する者あり）

はい、分かりました。 

○委員長（安冨法明君） それじゃ後程資料の提出をお願いをいたします。ほかに。

はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） １－３５ですけど、生活バス路線の件ですが、これはバスに

乗る人が減った分補助金が増えたということですが、何ルートなんでしょうか。こ

れも原因はミニバスの影響があるのでしょうか。お尋ねします。 
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○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） このバスの補助金につきましては、市内

に６事業者のバス事業者が走っております。ミニバスについてはこれの影響は全く

ございません。これの乗客が減った原因でございますが、まず６事業者のうち中国

ＪＲバスでございます。これは県庁から秋芳、それから美祢駅を結ぶ広域路線でご

ざいますが、対象年月が平成２１年１０月から平成２２年９月となっております。

大規模災害によりまして４３５号線が通行止めとなった時期がございます。その時

期に通勤通学利用の交通手段が変更された時に、利用者もほかの手段に変更され、

そのままバスに帰ってこなかったことが原因であるというふうに中国ＪＲバスのほ

うは分析されております。それから防長交通でございますが、防長交通さんは新山

口駅から秋芳、長門、萩と行くような広域路線でございますが、ここにつきまして

もかなりの乗客数が減っておりますが、防長交通の分析によりますと、観光客の減

と言うことが大きく原因しておるんではないかということで、そのような結果を出

しております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 災害でＪＲの吉敷の所が長く交通止めになってた件で、それ

で減ったということなんですが、それは美祢市の責任ではないんですけど、こうい

うのは県とか国とかに補助金はお願いできないんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） この補助金につきましては、国交省の地

方バス路線維持費補助金という様な補助金メニューで示されております。従いまし

て、特別な事情があって補助金を免除するというような規定がありませんので、そ

のような対応は出来ないということになります。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 長いこと不通だったので、住民の方からあの路線を早く通す

ようにと要望もいただきました。それで市のほうにも言いましたけど、やはりこう

いったことが市に負担となってくるのでしたら、早く工事に取りかかってもらうよ

うに。これからも、こういうことがあったらいけませんけど、ありましたらそうい

った要請も必要ではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） はい、ご意見ですね。ほかにありませんか。はい、布施委
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員。 

○委員（布施文子君） ふるさと創造未来交付金についてでございます。この事業の

効果あるいは評価、報告等が何か出ておりますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） まだ申請された事業の大部分につきまし

てはまだ事業報告が提出されてないので、詳細につきましては把握できていない状

況にございます。趣旨である地域の均衡ある発展ということ、あるいは地域の活性

化の一助になっておるとは認識しております。これは申請団体が３０件あったこと

によるものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） せっかくの交付金事業でございますので、是非その効果、評

価等皆さんの声をしっかり聞いていただいて、今後の方向にもって行って頂きたい

と思います。これから新年度にもやはり同じ３，０００万円が計上されているんで

すが、これからの方向性、あるいはＰＲの方法等ありましたらお聞かせ下さい。 

○委員長（安冨法明君） はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 新年度につきましては、未来創造交付金

を発展させるために若干修正を考えております。と申しますのは、対象団体を行政

区と言いますか、地域の集落と言いますか、そのようなところに対象と考えており

ます。今集落の２集落以上、あるいは２０戸以上の所を対象として、小規模高齢化

集落の対策等も含めて事業を展開する予定でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） あれですか奥田課長、事業の評価ですよね。取りまとめど

うせされると思うんですが、いつ頃とか言う目途とかは示せないんですか。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 未来創造交付金につきましては、要項を

作って募集したところでございます。この３月３１日が締め切りとなっております

ので、今しばらくかかろうかと思っております。その後に評価、分析ということに

しております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 布施委員ほかにはよろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 全く私も同じ質問しようかなと思ったんですが、それに関連

してですね、まだ全地域には渡ってないと思うんですが、市長と語る会で市長も実

際に市民の皆さんとそういう場を持たれたと思うんですね。その中でこうした交付
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金事業についての何らかの反応と言いますかね、そういうものがあったんかどう

か。それからもう一つは、議長もちょっと記憶がないようですが、３０件の応募が

あって二十数件ですか採用されたと。そのことについては、議長のほうには報告あ

るんですかね。どういう事業をやると言う。我々聞いてもちょっと聞くとこがない

んで、その辺をどうされたか。それからもう二点あるんですが、商工貯蓄共済融資

制度保証料補給補助金１２０万というとかなりの保証料になるわけですが、いずれ

にしましても企業はですね、ほかの企業は設備投資等をやって償却資産税がこれは

昨年でしょうから投資したのは、増額ということになったという説明なんですね。

しかしながら中小商店と言いますか、主にお使いになるのはそうした中小商店が商

工貯蓄制度を使われるだろうと思うんです。これのどう言ったらいいですか、もと

もと平年より比較してですねどういう予算の組み方したものがこの１２０万減った

のか、と言うことは、逆にその美祢市の中小商店が疲弊したという裏づけになるの

か、その辺に対しての分析、対策どのようにお考えになっているのか。それからで

すねもう一つ、以上、とりあえずそれだけ。すみません。 

○委員長（安冨法明君） 奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） ふるさと創造未来交付金につきまして

は、議長のほうへ報告はしておりません。これを審査するにあたりましては地域審

議会に諮問したところでございますけど、その内容につきまして（発言する者あ

り）ふるさと創造未来交付金の結果につきましては、議長のほうへは報告をしてお

りません。ただ審査結果等につきましては、ホームページのほうへ掲載しておると

ころでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 商工貯蓄共済融資制度保証料補給補助金

でございますけども、２２年の実績が１８件ございます。件数につきましては例年

どおりでございまして、極端に増えたとか減ったという状況ではございません。以

上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 竹岡委員のご質問の中で市長と語る未来

創造まちづくり座談会、この中で未来交付金事業の話をされたかどうかと言うこと

でございますが、市内の只今のところ３月末までに５箇所で座談会を行う予定とし
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ております。既に３箇所済んでおりますが、最初に市長自らが説明の中で、その交

付金事業のことについてお集まりの皆さんにお話をしております。話の中にはその

交付金を使ってこういうことをしたいというような意志もございますが、特に大き

い声で出るということはございません。ただその辺りのＰＲは十分市長の口からし

っかりとしております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） その他。質疑はございませんか。よろしいですか。はい、

布施委員。 

○委員（布施文子君） サインシステムのですね繰越明許費のほうでお伺いいたしま

す。先だっていただきましたサインシステム整備事業年次計画表の中で、このサイ

ンシステムが３年間の事業であるというふうに伺っていますが、２１年度の出来た

事業が済んでいるものはどれとどれでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） サインシステム整備事業につきまして

は、１月の臨時議会の時に年次計画表でこの繰越分、それと２１年度分と丸をつけ

た表をお渡しをさせていただいていると思います。このサインシステムの工事とい

うのは実際に立て込みの工事というのはわずかな期間でございまして、そのほとん

どを工場制作の期間を費やします。この３月末にほとんどの看板が立ち上がるとい

うような形になります。従いまして、現在目に見えているものは工場内においては

ございますが、現場においてはまだ見えてないということで、計画どおりこの度の

１０箇所だったと思いますけど、その分につきましては計画どおり進んでおりま

す。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 先だってのこの総務企業委員会で、サインシステム作成事業

指名型プロポーザル評価採点集計表という表をいただきました。それで竹岡委員さ

んのほうからのご質問だったと思いますが、この評価の中で良いものがあれば取り

込んで行ってほしいというご意見があったんですが、その後何か変更がありました

か。 

○委員長（安冨法明君） はい、末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） その後の変更につきましては、まだ結果

として回答としてはまだ出てはおりません。今協議調査中でございます。 
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○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに質疑はございますか。よろしいで

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。よろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第１号平成２２年度美祢市一般会計

補正予算（第８号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。ここで３０分まで休憩したいと思います。 

午前１０時１７分休憩 

 

午前１０時４７分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。次に議案第６号平成２２年度

美祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を審査いたします。執行部より説

明を求めます。小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第６号平成２２年度美

祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。簡易

水道事業特別会計につきましては、平成２３年度から水道事業会計に会計統合を行

うため、この度の議会に関係条例の改正議案や予算案を上程しているところでござ

います。この会計統合により簡易水道事業特別会計は廃止することになりますが、

現在、簡易水道特別会計で基金を保有しているところでございます。本会計が保有

する基金を水道事業会計に引き継ぐため、所要の補正措置を行うものでございま

す。それでは６－８ページをお開きいただきたいと思います。歳入の４款繰入金、

目の１簡易水道基金繰入金でございます。基金全額を取り崩して繰り入れるもので

ございます。次に６－１０ページをお開き下さい。歳出につきましては、歳出総額

を調整するため予備費を同額補正するものでございます。次に６－１ページにお戻

り頂きたいと思います。以上の補正により、既定予算に歳入歳出それぞれ６，２３
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９万円を補正し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ３億７,６５４万８，００

０円とするものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。この水道会計は４月からの公営企業法の適用

で公営企業会計になるということなんですが、この水道会計、簡易水道と上水を統

合するっていうか、なぜ急がれたのでしょうか。高齢化や過疎で、それと合併をし

たので、合併しても料金が違うなど、問題があって統合が必要であることもわかり

ますけど、否定できませんけど、統合を急いだ理由っていうか、国の補助金が切ら

れるとか何かあったのでしょうか。お尋ねいたします。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 三好委員のご質問にお答えいたしま

す。会計統合につきましては、合併時の項目の中で会計区分については、美東町及

び秋芳町の簡易水道特別会計を合併時に統合し、さらに美祢市水道事業会計も含め

新市移行後、３年を目標に公営企業会計として統合するということになっておりま

した。そのために今回、２３年度から会計統合をするものでございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 私が調べた中では、この統合しないと国庫補助がなくなるよ

っていうことがあったかのように聞きましたけど、どうなんでしょうか。厚労省が

制度の見直しをするとかいうのがあるのでしょうか。何て言うか、これを統合しな

いと補助金を出さないよと。２０１６年までに統合しないと補助金を打ち切るよと

か、何とか、そんなことも聞いたように思うんですけど、そういうのはあるんです

か。お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 平成２８年度までに簡易水道事業と

いうのがなくなるというのはありますけど、会計統合しなければ補助金がなくなる

というのは聞いておりません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、他に質疑はございますか。よろし

いですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） それでは確認ですけど、簡易水道と上水道会計が統合されて
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も、地方公営企業会計になっても、一般会計からの繰り入れっていうのは、できま

すよね。確認です。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 平成２３年度におきましても、簡易

水道事業じゃあなくて、水道事業に繰入金は予算措置させていただいております。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。はい。その他質疑はございませんか。よ

ろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい。本案に対するご意見はございませんか。よろしいで

すか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい。ないようでございます。それではこれより議案第６

号平成２２年度美祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を採決をいたしま

す。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。  

次に議案第８号平成２２年度美祢市水道事業会計補正予算（第３号）を審査いた

します。執行部より説明を求めます。はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第８号平成２２年度美

祢市水道事業会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。黒色の背表紙

のほうお願いいたします。この度の補正は、収入におきまして、局長人件費の２分

の１相当額を他会計から人件費負担金として収入する補正と、支出においては職員

の時間外勤務手当を補正するものであります。１ページをお願いいたします。第２

条の収益的収入及び支出でございます。まず初めに収入における上水道事業収益、

営業外収益の補正予定額４７７万７，０００円でございますが、これは現在、局長

の人件費を水道事業会計から全額支出しておりますが、局長は上下水道事業局の全

体を統括していることから、所管する他の会計も負担すべきであるとのご指摘をい

ただき、他会計、公共下水道事業会計からでございますけど、法定福利費を含む局
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長人件費の２分の１相当額を受け入れるものでございます。次に支出でございま

す。上下水道事業費、営業費用の補正予定額７４万８，０００円及び第２款の簡易

水道事業費、第１項の営業費用の補正予定額１５万６，０００円につきましては、

１月１５日と１６日の寒波によります給水管破損等への対応による時間外勤務手当

が不足することが予想されることから、所要額を補正するものでございます。６ペ

ージをお願いいたします。６ページから予定損益計算書を掲載しておりますが、以

上の補正によります当年度の予定損益は、８ページの下から３行目の当年度純損失

９２５万円となる見込みでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） はい、１件ほどお伺いいたしたいと思います。この３月補正

につきましては、寒波による水道管破裂等の補修に伴う人件費増という説明があっ

たかと思っています。このことは、理解しております。この１月に山口市阿東でも

同様に寒波によりまして、各家庭での水道管が凍結、破裂いたしまして、８５０余

りの世帯が給水制限という旨の報道もあったかと思っております。そこで美祢市に

おきまして、市民生活にどの程度の影響があったか、もし、わかればお伺いしたい

と思います。 

○委員長（安冨法明君） 中村上下水道事業局長。 

○下水道事業局長（中村弥壽男君） 髙木委員のご質問にお答えします。１月の寒波

によります市民生活への影響というご質問だろうと思いますが、幸い、この１月の

異常寒波によります市民の皆様方への影響と言いますか、給水制限等はございませ

んでした。 

○委員長（安冨法明君） 髙木委員、よろしいですか。その他、質疑がございます

か。よろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 水道事業も下水道も同じことが言えるんですが、留保財源

の、これは元々予定損益計算書、それから留保財源計算書、これは、議会に提出し

なければならないという書類の中に入っておりません。しかしながら、長年、私

は、予定損益計算書も出すべきだということで主張してきて、出していただいたん

ですが、病院事業は、あとからあると思いますからご覧なったら分かると思いま

す。留保財源の計算書、添付されております。添付できますかね。できればいただ



－18－ 

きたいんですが。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 添付することはできます。（発言す

る者あり）出す意志もあります。 

○委員長（安冨法明君） 課長、いつ提出をされるか。委員会これで終わりますか

ら、終わるまでに出されるわけですか。はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 終わるまでには、提出いたします。 

○委員長（安冨法明君） きょう中で出せるんですね。はい、その他に質疑がござい

ますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第８号平成２２年度美祢市水道事

業会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。全員異議なしと認めます。よって本案は

原案のとおり可決されました。 

次に議案第９号平成２２年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）を審査い

たします。執行部より説明を求めます。篠田経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（篠田洋司君） それでは議案第９号平成２２年度美祢市

病院等事業会計補正予算（第１号）についてご説明させていただきます。それで

は、白い背表紙の平成２２年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）と平成２

２年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）概要説明資料をご準備お願いでき

たらと思います。今回の予算の補正は、業務予定量の決算見込みによる収益の見直

し及び病院事業の資産購入に充てる財源について減額補正を行うとともに、支出に

おいては、人事異動及び給与改定に伴う給与費、業務量の増減に伴う材料費等の決

算見込みによる調整及び１２月の定例議会で美祢市病院等事業使用料手数料条例の

一部改正のご承認を得られたことにより、徴収見込みがない診療に係る使用料等を
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特別損失として計上するものであります。それでは、はじめに予算書第２条に規定

する業務予定量の補正についてご説明いたします。補正予算書の１ページをお開き

いただいて、（２）一日平均患者（利用者）数の項をご覧ください。まず美祢市立

病院ですが、入院患者数の１日平均１２７．５人を１３０．５人に、外来患者数の

１日平均２１３．４人を１９４．０人に、透析の１日平均１８．４人を１４．６人

に補正するもであります。次に美祢市立美東病院については、入院患者数の１日平

均を９８．０人から９１．４人に、外来の１日平均２１７．１人を１８９．４人に

補正するものであります。次にグリーンヒル美祢についてですが、入所者数を当初

は１日平均６３．０人と見込んでいたものを６１．０人に、短期入所者を４．０人

から４．３人に、そして通所の１日平均を２０．０人から１８．２人に補正するも

のであります。そして訪問看護ステーションについては、訪問の１日平均２４．４

人を１８．５人に補正するものであります。続きまして、以上の事業量に基づきま

す予算第３条及び第４条に規定する病院事業等の収入及び支出の補正予定額につい

て、施設ごとにご説明いたします。資料は、補正予算（第1号）概要説明資料をご

覧下さい。その２ページをお開き願います。まずは、美祢市立病院についてご説明

いたします。病院事業収益として２２億７，８９０万８，０００円を計上しており

ます。外来患者数が減少ではありますが、入院患者数の増による１，７７３万８，

０００円の増額補正であります。一方、病院事業費用におきましては、人事異動及

び給与改定に伴い給与費につきましては減となりますが、先程ご説明いたしました

業務予定量の変更に伴う薬品費の増及び不納欠損処理による特別損失により、２，

４０９万２，０００円を増額補正し、２２億７，６５７万６，０００円を見込んで

おります。続きまして、美東病院についてであります。病院事業収益について他会

計負担金における退職手当負担金が増となりますが、入院及び外来患者数の減、更

には公衆衛生活動収益等の減により、８，２９２万３，０００円を減額補正し、１

４億１，７３７万８，０００円を見込んでおります。一方、病院事業費用は、業務

予定量の減少により経費は減となりますが、退職給与金の増及び不納欠損処理によ

る特別損失により１，９５５万４，０００円を増額補正し、１５億１，９３９万

２，０００円を見込んでおります。 

続きまして、グリーンヒル美祢でございます。介護老人保健施設事業収益として

３億３，６３６万８，０００円を見込んでおります。短期入所運営事業収益の増収
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を見込んでおりますものの、入所運営事業収益及び通所運営事業収益において減収

が見込まれることから、その結果、１，０５５万円を減額補正するものでありま

す。一方、介護老人保健施設事業費用において、退職給与金の増及び不納欠損処理

による特別損失により２１９万８，０００円を増額補正し、３億４，９０５万５，

０００円を見込んでおります。最後に訪問看護ステーションでございます。訪問看

護事業収益として３，８３１万４，０００円を見込んでおります。これは、利用者

数の減に伴う７６８万６，０００円の減額補正によるものであります。一方、訪問

看護事業費用につきましては、給与改定に伴う給与費の減、業務予定量の減少に伴

う経費の減などにより４５９万８，０００円を減額補正し、４，１２１万５，００

０円を見込んでおります。次に資本的予算の補正についてご説明いたします。資料

は、只今説明いたしました概要説明資料の３ページをご覧下さい。資本的収支につ

きましては、美東病院においてオーダリングシステム更新事業の財源のうち、国民

健康保険特別調整交付金の額の改定によりまして、国民健康保険事業特別会計から

の他会計負担金を１，０００万円減額補正するとともに、建設改良費を６７７万

５，０００円減額補正するものであります。この結果、資本的収入に１，０００万

円を減額補正し収入総額を４億９，４７７万７，０００円とし、一方の資本的支出

において６７７万５，０００円を減額し、支出総額を６億５６１万４，０００円と

するものであります。以上の予算に基づく平成２２年度の予定の予定損益計算書に

ついてご説明いたします。最初にご覧いただいた補正予算書（第１号）の１１ペー

ジ、１２ページをお開き願います。ここでは病院等事業全体の予定損益計算書をお

示しいたしております。１２ページの下から３行目でございます。美祢市病院等事

業における当年度純損失を１億１，６８２万３，０００円と見込み、当年度未処理

欠損金を１４億５，５５０万９，０００円とするものであります。以上をもちまし

て、議案第９号平成２２年度美祢市病院等事業会計補正予算（第1号）に関する説

明を終えたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。数点お尋ねします。シャトルバスの利用状況

を教えていただきたいです。これは、廊下のようなものって言われましたが、病院

サイドではないので、なかなか利用しにくいのではないかと思います。時間に間に
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合うように診察がされてるのか、そのために、また他の方が予約に入っておられて

も、予約で入っているのに２時間半待ったということも聞きました。こういった面

で、その病院のシャトルバスが影響しているのかなと思ったりもしましたが、どう

なのでしょうか。それと、看護師さん不足っていうのでしょうか。診察の際に医師

のそばに、看護師さんではなくて事務員さんが付き添っておられるっていうことも

あったので、これは、どうかっていうことを聞かれました。看護師さんが不足して

いるのではないかということなんですが、その原因として、公営企業になってから

ですか、労働条件がどうなったのかなと思うんですが、仕事がきつくて辞めたか、

辞めたいか、ちょっとはっきりしておりませんが、看護師さんが減られたのでしょ

うか。それと正職員では、なかなかこういった労働条件がきついので、パート希望

の方が多くなったとも聞きましたけど、どうなんでしょうか。それと、有給休暇と

かそういった面で労働条件の中で、有給休暇とか生理休暇が取れているかどうかっ

ていうことも問題になるかと思います。どうなんでしょうか。お尋ねいたします。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（篠田洋司君） 三好委員のご質問にお答えします。まず

一点目、病院間のシャトルバスの件でございます。現在、火曜日、水曜日、木曜日

で１日４往復、病院間でシャトルバスを運行してるところでございます。利用者数

ですが、１月の利用者数が５６人。ですから１月が１２日運行ですから、１日平均

４．６人の利用ということになってます。利用当初は、８月が１２人、９月が２４

人、１０月が３７人、１１月が４７人、１２月が４２人で、直近の１月が５６人と

いうことで、徐々にではありますが伸びてきております。それとご指摘のように、

来年度から経営管理課のほうで、このバスの運用とかいろいろ検討したいと思って

おりますので、利用者が、患者さんが利用しやすい形態とかいうことは、絶えず考

えて変更もいたしたいと考えております。それでは、二点目、看護師不足の件でご

ざいます。確かに現在看護師が充足しているかと言うと、充足はしておりません。

常勤の看護師は不足しております。一つは、看護基準の国の大きな見直しがありま

して、ご存じのように７対１基準看護という制度を設けられたわけでございます。

それによって国では当初、病床数が減るというふうに見込んでおりましたが、逆に

看護師確保に全国的に病院がそういった看護師確保に走ったということで、どうし

ても地方の中小病院は、看護師不足に困ってるという全国的な状況です。それと委
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員のお話にもありましたように、夜勤勤務をどうしても敬遠して、パートとかの希

望をということも多いのも確かでございます。それと三点目の有給休暇等の取得の

状況でございますが、現在、直近の情報で医師については、有給休暇の取得率は、

美祢市立病院で１日にも満たないという状況でございます。看護師が５日程度の有

休取得になってるかと思います。ですから、有休取得が満足にできていないんじゃ

ないかというご指摘につきましては、若干看護師等の不足とか、業務の内容等によ

りまして、十分取れてるかと言われれば、取れてないというふうに認識しておりま

す。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 今の労働条件を改善しないと二つの病院を維持していくって

言うか、そういった面で改善すべきでないかと思います。それから、若い看護師さ

んが多いので、やはり生理休暇というのは、母体に、妊娠中でなくても母体に影響

を及ぼすので、未熟児出産とかいろんなことがあります。元気な子どもが出産でき

ないとかありますので、有休休暇は取るように改善しないといけないのではないか

と思います。今も労働条件が悪いということなんで、本当にこれらを改善すること

が病院事業をよくしていくための基本ではないかと思いますが、その点は、どのよ

うにお思いなんでしょうか。要望とします。 

○委員長（安冨法明君） 要望でいいんですか。 

○委員（三好睦子君） 労働条件をよくしていただくように要望いたします。（発言

する者あり） 

○委員長（安冨法明君） いやいや、要望だからいいみたいです。いいんでしょう。 

○委員（三好睦子君） 質疑の場ですので、お答えをお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） はい、藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。委

員おっしゃるとおり、病院事業を今後も持続発展していくためには、そこで働いて

いる人材の働きがいのある、また働きやすい環境を作っていくことが極めて重要な

ことだと認識しております。現在も病院事業内におきましても、労働衛生委員会で

そういった問題を取り上げ、また対応策等も検討しておりますし、本年の労働組合

との協議の中では、看護師の夜勤の勤務に対する手当の支給等も改善しておりま

す。そうしたことで、できるところで、労働条件改善については、努めてまいりた
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いと考えております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 他に質疑がございますか。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 救急医療体制についてお聞きしたいと思います。美祢市立病

院と美東病院に救急車で搬送される回数などがわかりましたら、お知らせしていた

だきたいと思います。それから、当年度の純損失が１億１，６８２万３，０００

円。それから２１年度が２，２１３万７，９０１円だったと思いますが、かなりま

た損失が、当年度、単年度の損失が増えていると思いますが、先程の説明から見ま

すと美東病院がかなり収益が減っているように思いますが、その辺の分析は、どの

ようにされていますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（篠田洋司君） 山中委員のご質問にお答えいたします。

救急車の搬送状況ということでございました。平成２２年の１月から１２月までの

状況でございます。美祢市立病院が４２４人、美東病院が３７９人でございます。

それと、２番目の純損失が増えているけど、今後どういった対策とかでございます

が、今、月に１回、毎月経営戦略会議という会議を開催しているところでございま

す。それにつきましては、美東病院につきましては、費用構成の見直しを図ってお

るところでございます。どうしても、給与費の全体額ですけど、給与費とか、あと

賃借料とか、あと委託料とか、そういった細部にわたって費用の適正化とか、費用

構成の適正化を実施しておるところでございますので、スタッフを安定的に確保す

るとともに、そういった費用についても見直しを図りながら経営改善を図っていき

たいというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） あの、何て言いますか、前年度に、２１年度に比べてこと

しが極端に増えた理由、欠損が増えた理由って言うんですか、聞かれたと思うんで

すが、その辺の理由について説明ができますか。はい、篠田経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（篠田洋司君） 美東病院についてでありますが、この主

な要因といたしましては、退職給与金の発生でございます。参考までに退職給与金

の平成２２年度の合計額、予定ですが１億６２５万５，０００円に達するというこ

とで、これが主な要因というふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 山中委員。 

○委員（山中佳子君） それでは、美東病院で退職者が多かったということですか
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ね。それから、救急医療体制のことなんですけれども、よく拒否されることが多い

というふうな市民からの声もお聞きしますが、全て受け入れられているというわけ

ではないわけですよね、救急車を。いかがでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 委員のご質問にお答えしたいと思います。医

療体制も縮小と言いますか、常勤医師も減りましたが、対応できるところは全て対

応しております。ただし、救急患者さんが来ようとした時に、他の患者さんを診て

いるケース、或いは特別の小児等、そういったものについては専門医のほうがより

安全である、質の高い医療が提供できるという観点からそちらのほうにおすすめし

ている例はあると思います。可能な限りは両病院とも受け入れについては対応して

いると思います。 

○委員長（安冨法明君） 山中委員。 

○委員（山中佳子君） 救急に関して救急車で運ばれる患者さんに対しましては、脳

に障害が出るようなことも、時間的な問題とかというようなお話も聞きますので、

やっぱり近くて、安全に救急体制が整っている病院というのがやっぱり必要だと思

いますので、是非救急車を受け入れていただける体制を整えていただきたいと思い

ます。これは要望です。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 他に質疑よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 質疑がないようでございます。それでは、本案に対するご

意見はございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。それでは、これより議案第９号平

成２２年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第１０号平成２２年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第２号）を

審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、小田管理業務課長。 



－25－ 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第１０号平成２２年度

美祢市公共下水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。黄色

の背表紙の補正予算書をお願いいたします。この度の補正につきましては、先程の

議案第８号水道事業会計補正予算（第３号）でご説明申しました局長人件費の２分

の１相当額を水道事業会計に支払うための補正を行うでございます。１ページをお

願いします。第２条収益的収入及び支出でございます。支出のみの補正でございま

すが、下水道事業費、営業費用におきまして、水道事業会計に対する他会計負担金

として、４７７万７，０００円を補正するものでございます。６ページをお願いい

たします。この結果、以上の補正による当年度の予定損益につきましては、６ペー

ジの下から３行目の１，９１９万９，０００円の純利益となる見込みでございま

す。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それではこれより議案第１０号平成２２

年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第２２号美祢市職員定数条例の一部改正についてを審査をいたします。

執行部より説明を求めます。はい、福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） それでは、議案２２号につきまして、ご説明をさせて

いただきます。お手元のほうに議案書の２２－１ページ並びに参考資料の１ページ

をお開き下さい。議案第２２号でございますが、美祢市職員定数条例の一部を改正

する条例でございます。これにつきましては、現在、組織の再編及び職員定数の定

数管理につきまして、平成２２年３月に策定をしております美祢市行政改革大綱集

中改革プランでございますが、これに基づきまして、管理を行っているところでご
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ざいます。今回の改正でございますが、平成２３年４月１日における市長部局の職

員数の見込みによる見直しを行うとともに、監査委員事務局におきます機能強化を

図るため、それぞれ条例の２条におきます市長の事務部局の職員数を３４３名から

２９０名に、監査委員事務局の職員を２名から３名にそれぞれ改正するものでござ

います。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、説明が終わりました。本案に対する質疑はございま

せんか。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） １件ほどお伺いをいたします。この度の定数条例の改正第２

条第１号中２９０名というのは市長の事務局職員数ということになりますけれど

も、美祢市は、行政改革大綱の計画を見てみますと、普通会計職員ということで２

３年度３７０名の目標値になっておるかと思います。この目標値、３７０人の普通

会計職員は、定数条例の第２条で申しますと、結局は、公営企業職員とそれから消

防職員を除く職員数で３６５人ということになろかと思いますが、その認識でよろ

しいのかどうか。それと計画とほぼ同数ということで行政改革大綱実施計画どおり

概ね推移しておるということで理解してよろしいかお伺いしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） 只今の委員さんのご質問にお答えをしたいと思いま

す。今回の改正に中身でございますけど、分かりやすく簡単に説明されていただき

ますと、２条におきます市長の事務部局の職員、これにつきましては、いわゆる普

通会計から議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会事

務局、消防署、ここの職員を除いた後、特別会計、現在７特会があると思います

が、こちらの特別会計の職員数を合わせたものが市長部局の職員数となっておりま

す。それと、その他に水道事業、病院事業の企業会計職員という形の構成となって

いるところでございます。２点目の質問でございますが、普通会計の職員ベースに

つきまして、３７０名、これは平成２２年の集中改革プランの目標数値でございま

すが、現在の普通会計職員につきましては、３６９人ということで計画どおりの進

行を図っておるということでございます。ちなみに集中改革プランにおきます目標

でございますが、平成２６年におきまして３４７名ということでの削減目標を掲げ

ておりまして、それに向かって年次的な計画に伴い実施をいたしているところでご

ざいます。以上でございます。 
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○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい。ほかに質疑がございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい、よろしいですね。本案に対するご意見はございませ

んか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 職員さんが減るということは、本当に昨年でしたかね、同じ

月ではないですけど、９時半ごろこの前を通るといつも灯がついています。仕事を

しておられます。本当に職員さんは忙しいみたいです。そして、そういったことが

家庭不和になったり、健康を害したりするのではないかと思います。そして福祉の

面、特に障害とか、本当に福祉を、福祉の面で充実しなければいけない部署が職員

さんが少ないようにもちょっと思いました。そういった面で職員、市長部局の職員

さんと言えども、この職員の削減っていうことは、他の部署にもかかってくると思

いますので、この議案には賛成できません。あの監査委員さんの事務局の職員さん

を増やすっていうことは賛成ですけど、１の分については、こういった面について

は、賛成できません。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 暫時休憩します。 

午前１１時３７分休憩 

 

午後 １時０４分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。休憩前に続き会議を開きます。まずで

すね休憩前に竹岡委員のほうから、補てん財源の決算書についての資料の請求がご

ざいました。それで今机上に配付しておりますが、このことについては説明がいり

ますでしょうか竹岡委員。（「いりません」という者あり）それではこれは配付を

していただいたということで進めます。それでは議案第２２号に対する意見をお伺

いをいたします。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程の三好委員の反対だと言う意見で、若干申し訳ないけど

三好委員の話を補足する点でお尋ねをしたいのは、３４３人を２９０人に改める

と、実数は２９０人を割っているわけですいね。実数を２９０人を割っているんじ

ゃからじゃから、職員を定数を定めんにゃいけんわけいね。定数を定めなければな

らないという条例があるわけやから、それの条例を実数に合わせてぎりぎりの所に

数字を直すと。職員の定数を削減するという話じゃないんじゃから。意味分かる。
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意味が分かるか。分からんなら分からんでいい。（「分かります」と言う者あり）

３４３人は合併したときの実数じゃったそ。それが自然減も含めながら退職して辞

めて行かれたと。定年退職を含めて辞めて行かれたと。それが実数が２９０人を割

っちょるから、その実数に合わせて条例を改正せんやいけんわけ。あくまでも職員

定数というのは条例で定められちょるんで、その実数に合わせてやるならば、２９

０人わっちょるから３４３人を２９０人に改めますよと。５３人ほど実数が減って

ますから、その数字を数字を変えるんじゃから、それの意味分かる。それに反対だ

と言うことになるんなら、５３人ほど職員を急遽募集して採用せんやいけん。そう

すると５３人の職員をふやさんにゃいけんわ今度。（発言する者あり）意味分か

る。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 雑談にならんように、ちょっと後意見を言われるときは言

われるときで。 

○委員（南口彰夫君） どうせ分からんじゃろうから、とりあえずなぜならこの実際

に合わせた数字に条例は定めんにゃいけん。条例なんよこれは。その条例に実数に

合わせた数字で２９０人に改めると言うことでは、あえて反対する理由がないと。 

○委員長（安冨法明君） ほかに。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） ５３人減るんですけど、大幅に減らしてこの減るということ

は市長の事務部局の職員さんが、現在２８６人ですって。それを２９０人にすると

言うことなんですけど、この事務局の職員さん、事務部局の職員さんというのは本

当市民の暮らしと福祉のためにあります。（発言する者あり）ごまかしてない。数

字の話はですね、３４３人が合併当時の人数かというのを先程課長さんに聞いたけ

ど、ここの人数はいつの時点かというのを聞くのを聞き忘れてました。現在は２８

６人だと言うことははっきり聞きました。職員さんが減るということは、住民の暮

らしと福祉を守るためにかなり影響してくると。特に福祉の部分のところでは、本

当に住民の皆さんのサービスが低下してきているとだから（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 暫時休憩します。 

午後１時０８分休憩 

 

午後１時１６分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。意見が相当出ておりますが、さらに。
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はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） と言うことで、三好委員が職員の実数が極端に言えば自然減

なんです。効率の良い行政運営、まして病院の二つの病院をこの一元管理をする。

そのことで、一元管理をすることで、必要最小限の人数で必要な医療器具、医療ス

タッフも含めてより充実した病院運営が私は必要だと思うし、それから教育の現

場、例えば福祉の施設であろうが、障害者の施設であろうが、弱い人達のために必

要最小限に行うのが地方自治体と行政サービスの定員数だと思います。過剰に人を

ふくらませたからといって、公務員をどんどんどんどん増やしたからといって、安

易な住民サービスの充実ということにはならないんです。ですから残念ながら、こ

れ以上議論をしても意見の相違があるということが明らかになりました。議決の際

に同じ会派のもんが二つの採決で分かれるという、このような無様なことは起こし

たくありません。私は日本共産党の議員団の代表として本来責任を取らなくてはな

らないので、私はこれを以て退場させていただきます。以上。 

○委員長（安冨法明君） ほかにご意見はよろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２２号美祢市（発言する者あり）

意見を保留にされて、評決には参加されないわけですか。一緒に退場されます。

（発言する者あり）個々のあれもあるでしょうし、共産党の党としての方針もある

でしょうから、それはお任せします。ただ議論かなり尽くされていると思いますか

ら、採決をしたいというふうに思っております。もう質問の質疑は既に終わって、

意見を伺った上で、だいぶん討論されたわけですから、十分じゃないかなというふ

うに委員長としては考えております。よろしいですか。暫時休憩します。 

午後１時２０分休憩 

 

午後１時４５分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。休憩前に質疑、討論を行いま

して多くの意見をいただいたところでありますが、更に意見があるようですので、

三好委員どうぞ。 

○委員（三好睦子君） この議案２２号について、職員の削減は行政サービスの低下

に繋がると思い反対意見を述べましたが、討論の結果、他の委員の皆さんや執行部
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の皆さんの意見、説明を聞いた結果、私の反対意見を取り消し、本案に対して賛成

をいたします。 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２２号美祢市職員定数条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第２３号美祢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを審

査をいたします。執行部より説明を求めます。はい、福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） 次に議案第２３号についてご説明をさせていただきま

す。議案書の２３－１ページ並びに参考資料の２ページ以降をお開き下さい。議案

第２３号でございますが、美祢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

てであります。これは地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が行われた

ことに伴いまして、一定の非常勤職員につきまして、子どもが１歳に達する日まで

の間育児休業を取得することが出来るよう措置されたこと、また部分休業、これ育

児時間での取得でございますが、それについても併せて可能となったことに伴い、

非常勤職員にかかる育児休業時間を条例において定める必要がございますことか、

ら今回所要の改正を行うものでございます。説明につきましては以上でございま

す。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑はござ

いませすか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございます

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２３号美祢市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  



－31－ 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第２４号美祢市特別会計条例の一部改正についてを審査いたします。執

行部より説明を求めます。はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第２４号美祢市特別会

計条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書２４－１ページをお開き下

さい。なお参考資料は７ページとなっております。本議案は、簡易水道事業特別会

計について、一般会計との負担区分の適正化、受益者負担の適正化を図る観点か

ら、地方公営企業法の適用を行い、期間損益計算の導入や複式簿記の採用等によ

り、事業の経営状況、財務内容をより明確にするため、平成２３年度から簡易水道

事業特別会計を美祢市水道事業会計に統合することにより、簡易水道事業特別会計

を廃止する所要の条例改正でございます。次に附則でありますが、施行期日を平成

２３年４月１日としております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２４号美祢市特別会計条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第２７号美祢市産業振興条例の制定についてを審査をいたします。執行

部より説明を求めます。はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 議案第２７号の美祢市産業振興条例の制

定についてをご説明申し上げます。議案書２７－１ページをご覧ください。この条

例は市長が提案説明でも申し上げたとおり、産業振興に係る基本的方針や基本的事
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項を定め、農林業・商工業・観光業など市内の産業を一体的に捉えた産業振興策を

推進し、市の産業の活性化を図り、地域経済を活発化させることで、活力に満ちた

地域社会の形成と市民生活の向上のための条例を制定するものであります。今後は

この条例を美祢市の産業振興に関する最高法規といたしまして、各種の事業を行っ

てく予定でございますが、この条例は理念条例でありますことから、具体の施策や

事業にきましては、個別の条例・要綱を策定することで、あるいはまた現在の要綱

等を見直しすることで対応することとしております。なお条例は、産・官・学の専

門分野でご活躍されている方、地域に密着して活動をされている地域審議会の方、

また、市内の金融機関の代表の方で構成される美祢市産業振推進審議会、委員の方

１９名ですが、素案の作成を市長が諮問していたもので、この審議会において４回

にわたり慎重審議をいただき、答申を受けました条例案をもとに提案しているとこ

ろでございます。なおこの条例の施行日は２３年４月１日としております。以上が

美祢市産業振興条例の説明でございます。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございますか。

よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２７号美祢市産業振興条例の制定

についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第２８号美祢市拠点市街地活性化審議会設置条例の制定についてを審査

をいたします。執行部より説明を求めます。はい、松野商工労働課長。 

○総合観光部商工労働課長（松野哲治君） 議案書の２８－１ページをお開き下さ

い。議案第２８号美祢市拠点市街地活性化審議会設置条例の制定についてでござい



－33－ 

ます。本議案は市内に形成する市街地の活性化を図るために地方自治法第１３８条

の４第３項の規定によりまして、執行機関の付属機関であります拠点市街地活性化

審議会を設置するために制定するものでございます。この審議会は、商工会関係者

及び市街地形成に携わっておられる方、それから関連行政機関と言いますような関

係の方を主とした委員１５人以内で組織するものとしまして、各分野の視点から市

内に形成されております市街地、現在想定しております箇所としましては、大まか

に合併前の各本庁舎付近について、定住人口の減少や空き店舗の増加などにより空

洞化が生じている現状の市街地から脱却し、低迷から再生へと向け賑わいの創設や

地域の活性化を図ることを計画し、周辺住民の生活の安全・安心、健康福祉の増進

にも気配りできるようなものを制定出来るようお力添えをいただくために設置する

ものでございます。また条例制定後におきましては、その内容に沿った事業の進捗

状況や成果の検証等を行っていただきまして、市街地の活性化の更なる振興のため

にご意見等いただくことも想定をしております。なおこの条例は平成２３年４月１

日からの施行を考えております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） これに絡んで市長の所信表明の中で出てきたテーマですい

ね。その際に当然この条例を議論することと併せて、まちづくりとかそれから空き

店舗対策とかいう取り組みがなされてきたと。当然合併前からそれぞれの市や町

で。特に現状ではどうなってるんだろうかと。そうした取り組みを出来れば整理し

て資料を用意していただければ、この議案に対しても議論が深まるんじゃないかと

思ったんですが、如何ですか。 

○委員長（安冨法明君） 資料の内容についてもしお聞きになりたいことがあれば、

十分にお聞きになられた上で答弁されたらいいと思います。はい、松野商工労働課

長。 

○総合観光部商工労働課長（松野哲治君） 今のご質問にお答えいたします。１２月

の補正で市内の空き店舗に対する調査の事業を行っております。今集計中でござい

ますので最終的なものは出ておりませんが、市庁舎周辺、総合支所も含めまして市

庁舎周辺並びに秋吉台周り周辺の結果だけは概略で出ております。その資料は配付

できますが、それで当面よろしゅうございますか。 
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○委員長（安冨法明君） 南口委員。（発言する者あり）課長もう一度、現状につい

てね。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 少なくともこの条例は、市内の拠点市街地の活性化を図るた

め、て書いてあるそいね。市内の拠点市街地の活性化を図るためという事業は、例

えば中心市街地の対策とか、それから空き店舗対策とかいうのは、それぞれの旧美

祢市でも美東町でも取り組まれてきたんではないかと。それだけでは不十分なの

で、とりあえずは今後更に長期的にどうしていくかということでこの審議会が設置

されるということであれば、この審議会の果たす役割は今後どうしていくかという

議論がなされて行くだろうと思うんですね。当然そのことと併せ、今まで取り組ん

で来たそれぞれの状況なり実情についてある程度資料と報告がなされると、この中

身が議論が深まるんではないかというのを先の一般質問の本会議場で行ったんで

す。今の範囲でさっき１２月議会で予算を基づいてどうこうって言うのは、空き店

舗対策というのはかなり以前からやられちょるはずなんですね。その辺で取りまと

めた報告なり資料があれば出してもらえんじゃろうかと。今いろんな意味で資料作

成中なら作成中で、今後の議会の日程の中で準備をしてもらえればということなん

です。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） この条例案がですね活性化にかかる条例の制定ではなしに活

性化審議会の設置条例を提案してるということですね。ですから南口委員がおっし

ゃること良くわかるんですよ。かつての一市二町がどういう中心市街地の活性化に

取り組んできたか、そして合併をした後、この３年間でどういうことをしてきた

か、そういうふうな現状を踏まえてこれからどうすればいいかということを審議を

する審議会ですね。ですからそう言うデータ、調査に係る蓄積したものについて

は、審議会のほうにお出しをするという形になります。審議会でそれを十分たたい

ていただいて、じゃあその現状を踏まえた上で、過去の実績を踏まえた上で、これ

からどうすればいいかということをお出ししていただくということを私が諮問する

わけですから、まだそういうふうな具体的なベースとなるものが今ここですぐお出

ししようとしても、現実的にはすぐないということだろうというふうに思います

が、課長どうですか。ということらしいです。課長の替わり言いましたけど。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 
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○委員（南口彰夫君） 今後の課題ということで、この設置条例が出来ていけば当然

それぞれの地域での実情なり、取り組みについて整理をされて、当然審議会にも資

料提出なされると思うんですが、それと同じようにまちづくりという、市街化とい

うのは特にそれぞれの地域にとって非常に重要なんですいね。ですから議会のほう

にも資料の提出していただきたいということと併せて、ちょと話がそれるように聞

こえるかもわからんけど本質的には同じことなんですが、例えば美祢市の場合はそ

れぞれに固定資産税、土地に税を掛けるんですね。ところがこれが場所によって固

定資産税の評価がピンと跳ね上がって高い所があるんです。それは何故かといって

聞いてみれば都市計画税かいね。言葉とすれば正確かいね。都市計画税を加算され

ちょる地域があると。その都市計画税というので、一般の宅地に比べて都市計画区

域か区域を指定する審議会というのもあると。これは今もあるんですかいね。合併

後も。合併前はあったちゅうのは知っちょるんじゃけど。それが線をピピピピピと

引いて、ピーっと重安から於福までちょこんと伸びて、都市計画区域という所に指

定されたところは同じ土地が１００坪あって、宅地であってもそれが都市計画税で

割り増しがかかるということがあるんですいね。それの前一度、都市計画税と地域

は誰が決めるんかと言うたら審議会があると。何を根拠にどう決めちょるんかと言

ったら結果的に議会では曖昧で終わったんですが、当然税金を加算して取るんです

から、その地域に何らかの公共サービスをするんかなと思ったらやりっ放しで、そ

のままで水道も下水道も何もとおちょらんところで、都市計画税を取りよる地域が

事実として残っちょると言うところも含めながら、今後市街地活性化審議会の中で

はそういうことも含めながら、オープンにされて審議されて行くようになるんでし

ょうか。その点は如何ですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 都市計画税というのは目的税です。ですから都市計画区域を

設定をして、都市計画化をするためにそこにお住みの皆様方から目的税として、そ

こをある意味中心的な都市としての市街地を形成するために頂戴をして、それをそ

の地域に投資をして、インフラを整備していくというふうな目的の税だというふう

に私は理解をしておりますけれども、これ合併前の都市計画区域をそのまま今新し

い市は引き継いでおります。今回この美祢市拠点市街地活性化審議会というもので

すね、拠点市街地というのはある意味、都市計画のための拠点となる区域というふ
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うに新市ではみなそうというふうに思ってますので、今の合併前より引き継いでお

る都市計画区域がありますよね。それとの整合性についても十分これから検討して

いく必要があろうかというふうに思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） そうすると都市計画区域というのは、旧美祢市だけですかい

ね。当然ね。そうすると都市計画区域の地図はオープンにして、今後資料を請求す

れば出してもらえますかいね。どこが指定されちょる。どこが外れちょるとか。地

図を見たら一目瞭然なので。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） これは隠すべきものでもなんでもないですから、ちょっとこ

れ所管が違いますので、建設観光課サイドのほうで持ってますから、そちらのほう

の資料としてお出しすることは可能です。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員よろしいですか。（発言する者あり）南口委員。 

○委員（南口彰夫君） あの地図から見るなら、どっかで見直さんにゃいけん地域が

あるんじゃないかと。十何年前に指定されてじゃね、下水道も通ってない地域がそ

のまま放置されて都市計画税だけは取られよるというのはご存知、認識はあるじゃ

ろか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 南口委員のほうから認識はあるかと言われましたから、市長

はですね全て認識しております。そういう認識があるから今回こういうふうな審議

会を設置をして、将来に向けてどうすればいいかということをご審議してもらおう

かと思いまして、諮問機関を設置をしたいというこの条例案をお出ししちょるとい

うことです。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） ほかにございますか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 構成員が１５名以内と書いてあります。構成員の地区割とか

は決まっているのでしょうか。構成員の中身を教えて下さい。やはり一市二町地区

割になりますか、地区別と言うか。 

○委員長（安冨法明君） 例えば秋芳とか美東とか委員が出されるかということです

か。はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 三好委員の質問にお答えいたします。こ
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の条例の第３条に組織で審議会は、委員１５人以内をもって組織するということで

ございます。（１）から１項・２項・３項ございますので、地区割については特に

考えてはおりません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。特に考えておられんということです。

（発言する者あり）多分ね地区に公平に議論が審議がされるかということの前提条

件として問われてるんだと思います。（発言する者あり）よろしいですか。ほかに

特にご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは本案に対するご意見はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２８号美祢市拠点市街地活性化審

議会設置条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第３０号平美祢市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正等につい

てを審査をいたします。執行部より説明を求めます。はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第３０号美祢市水道事

業の設置等に関する条例等の一部改正等についてご説明申し上げます。議案書の３

０－１ページをお開き下さい。参考資料につきましては１０ページからとなってお

ります。本議案につきましては、美東・秋芳地域の簡易水道事業特別会計と水道事

業会計を統合することに伴い、改正が必要となる四つの条例において所要の改正を

行うとともに、不要となる三つの条例の廃止を一括して行うものでございます。ま

ず始めに改正する四つの条例は、改正条例第１条の美祢市水道事業の設置等に関す

る条例、第２条の美祢市給水条例、第３条の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条

例を一部改正し、第４条の美祢市行政組織条例をそれぞれ一部改正するものでござ

います。次に廃止する条例は、第５条の美祢市簡易水道設置条例、第６条の美祢市

簡易水道給水条例、第７条の美祢市簡易水道基金条例の三つの条例を廃止するもの

でございます。次に改正する各条例の改正概要につきましてご説明申し上げます。
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第１条の美祢市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。

条例第３条第３号の給水区域に美東・秋芳地域の簡易水道事業の給水区域等を加え

るため表の全部を改めるものでございます。次に第４条の２といたしまして、簡易

水道事業の地方公営企業法適用に関する規定を加えたものでございます。次に第２

条の美祢市給水条例の一部改正についてでございます。第８条におきまして、美

東・秋芳地域の給水負担金に係る規定を加えるもの、第２５条におきまして、美

東・秋芳地域の簡易水道事業の料金等に関する規定を追加したものが概要でござい

ます。次に第３条の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の一部改正についてで

ございます。本条例に簡易水道の使用料に係る規定があり、美祢市簡易水道給水条

例を廃止することから、新しい条例名に字句を改めるものでございます。次に第４

条の美祢市行政組織条例の一部改正についてであります。美東・秋芳地域の簡易水

道事業を地方公営企業法の全部適用とすることに伴い、市長の権限に属する事務か

ら水道事業が無くなるため、関係規定を削り、条文の整理を行ったものでございま

す。次に附則でございますが、施行日を平成２３年４月１日からとし、美祢市簡易

水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置を規定していることでございます。以上で

終ります。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 給水の件で負担金の改正とありますが、どのように改正され

るのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 三好委員の質問にお答えいたしま

す。美祢市給水条例には美祢市の給水負担金の規定しかなかったわけでございます

が、今回の条例改正におきまして、秋芳・美東地域の給水負担金の金額を追加した

ものでございまして、金額等については改正はございません。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） そしたら秋芳の場合は１３万ですけど美東は８万でこれは変

わらないということでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 先程申しましたように金額について
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は変わっておりません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。それではこれより議案第３０号美

祢市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正等についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第３１号美祢市水道新設事業分担金徴収条例の制定についてを審査いた

します。執行部より説明を求めます。はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） それでは議案第３１号美祢市水道新

設事業分担金徴収条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の３１－１ペー

ジをお開き下さい。水道施設を新たに整備した場合、美祢地域と秋芳地域におきま

して一定割合の分担金を徴収しているところでございますが、合併時において、美

祢地域においては企業会計、秋芳地域においては特別会計により運営することか

ら、それぞれ合併前の条例を暫定施行として現在に至っているところでございま

す。平成２３年度から企業会計により簡易水道事業が無くなることから、二つの条

例を統合した新たな条例を今回制定するものでございます。分担金率につきまして

は、暫定施行による条例において相違がありますが、新たな条例におきましても暫

定施行の分担金率としているところでございます。なお分担金率の統合につきまし

ては、今後、料金統合時に併せて統一化を検討していきたいと考えているところで

ございます。以上で説明を終わります。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。三好委員。 

○委員（三好睦子君） この中の説明で３条の１と２とありますけど、１００分の４

０以内と金額的にはいくらなのでしょうか。２番についても。 
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○委員長（安冨法明君） はい、小田管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（小田正幸君） 美祢地域におきましては現在上限が

３５万円となっております。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。（発言する者あり）はい、中村上下水道

事業局長。 

○上下水道事業局長（中村弥壽男君） 三好委員のご質問にお答えしたいと思いま

す。分担金率につきましては合併前におきまして、美祢・秋芳地域におきましてそ

れぞれ差違があったわけであります。この第３条におきまして、それぞれの地域の

分担金率をそれぞれ規定したことにつきましては、先程小田課長のほうから申し上

げたとこでございますが、公営企業法による会計、それと特別会計による財政運営

ということで統一が難しいということで、暫定施行をしてきたとこでございます。

美祢地域につきましては１００分の４０以内、事業費からいろんな補助金なりを差

し引いた単独市費部分での１００分の４０以内ということで、第３条本文に次の各

号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において市長が定めるということをこの規

定を適用しまして、今申し上げましたように３５万を上限としているとこでござい

ます。秋芳町区域におきましては普及率が限りなく１００に近い９９％ということ

で、近年においてこの条項を適用した事例がございません。ですから今のところ合

併前の額についても把握をしてないということで、この場でお答えすることは出来

ないという状況でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） いいですか。ほかに質疑はございますか。よろしいです

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。それではこれより議案第３１号美

祢市水道新設事業分担金徴収条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 
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次に議案第３２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に

ついてを審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、福田総務部次長。 

○総務部次長（福田和司君） 議案書の３２－１並びに参考資料の１８ページをお開

き下さい。議案第３２号は山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の

変更についてであります。これにつきましては平成２３年４月１日より山口県市町

総合事務組合で共同処理をしております非常勤職員及び公立学校の非常勤学校医等

の公務災害補償事務について、参考資料の別表の２の６項及び７項中に光市を加え

るため、地方自治法第２９０条第１項の規定によりまして、規約の一部を変更する

ことについて、市議会の議決を求めるものでございます。説明につきましては以上

でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第３２号山口県市町総合事務組合の

共同処理する事務及び規約の変更についての件を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第３３号桂岩辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計

画の策定についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、奥田企画

政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 議案３３号桂岩辺地に係る公共的施設の

総合的な整備に関する財政上の計画に策定ついてのご説明を申し上げます。議案書

３３－１ページをご覧ください。この議案は辺地に係る公共施設の整備のための財

政上の別措置法に規定されている定義により、美東町の桂岩地域を辺地と定め、同

法第３条１項の規定により当該辺地の辺地相貌整備計画を策定するものでありま

す。議案書３３－２ページをご覧ください。こちらが辺地総合整備計画書でござい
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まして、この計画では辺地の面積を１０．５平方キロメトルの区域としており、具

体的な区域は議案書３３－２ページの美祢市辺地区域図のとおりでございます。計

画書３番になりますが、辺地の公共施設の整備計画では計画期間を平成２３年度か

ら平成２７年度までの５年間と定め、消防施設である耐震性貯水槽を設置する計画

とし、事業の実施にあたっては辺地対策事業債を活用する予定とする計画でござい

ます。以上が桂岩辺地総合計画(案）につきましての説明でございます。よろしく

ご審議のほうお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はありませんか。

はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） この中で２番なんですけど、流出人口の抑制を図ると書いて

ありますが、具体的にはどんな対策なんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 課長、議案性格を説明せんにゃちょっと方向が違った質疑

になっちょる。はい、奥田企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（奥田源良君） 先程計画のところで申し上げましたが、

この地域には消防施設、利水を確保するような施設がないところでございまして、

住民の生命、財産を守るためには是非これが必要と考えております。このことによ

りまして人口の流出も抑制できると考えております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。（発言する者あり）それのほうが正しい

かもしれん。そのために辺地計画変更すると思ってもらったほうがええ。ほかに質

疑ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第３３号桂岩辺地に係る公共的施設

の総合的な整備に関する財政上の計画の策定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

以上で本委員会に付託されました議案１４件につきましては審査を終了いたしま
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したが、最初に資料の説明をちょっと受けましょうか。午前中の審査の過程で鉱産

税等についての資料の請求がございました。川島税務課長のほうから説明を求めま

す。どうぞ、川島税務課長。 

○総務部税務課長（川島 茂君） 午前の補正予算に伴う説明の中で、鉱山税に伴う

資料をもしあれば提供してほしいという申し出がございました。我々が税務課サイ

ドで過去のデータから昨年の実績、今後の推移というものを推計する上で、ここに

お示ししております現在稼動しております事業所のデータを参考にですね、この２

２年度末の鉱掘量を測定するための資料でございます。なおこれが個人を特定する

ものではなく、美祢市全体の採掘量の動きを把握のために税務課独自で作り上げま

した資料でございますので申し添えておきます。失礼いたしました。 

○委員長（安冨法明君） 説明を受けたわけですが、特にいいですか。はい、南口委

員。 

○委員（南口彰夫君） 宇部興産を始めとする市内７社から鉱産税というものをいた

だいてるんですね。かつては石炭では相当潤う財政の基盤になっていました。私が

歴史をちょっと紐解くのは僭越ながら若干説明させていただきますと、昭和２９年

にこの旧美祢市が合併をしたんですが三町三村で、当時合併前の大嶺町の町長が牛

尾美鶴といわれて前市長の美祢市の初代の市長でもありました。この牛尾美鶴氏の

お話を直接聞いたわけではないんですが、県の資料の中に牛尾美鶴氏の談話が記録

されてるんですが、当時美祢工業高校が非常に豊かであった鉱産税のお陰で、土地

も学校も建てることが出来たと。県に土地も学校も含めて旧大嶺町で用意するの

で、県立高校として来てほしいと。更に２９年の合併を通じてその後旧大嶺高校で

すね、大嶺高校も用地の買収を進め、そして若干その間美祢市が赤字再建団体にな

ったいきさつがあるんですが、大嶺町は今の豊田前の山陽無煙の社宅跡地ですね。

社宅があったんですね。山陽無煙という大きな社宅あり、約３，０００人の方々が

住んでおられ、第２の産炭地の中心地であったのが白岩なんです。こういう豊かな

鉱産税をもってまちづくりをすることが出来て学校も建てることが出来たと。今日

の市政の発展と併せて美祢工業高校の１期生、きょうはおっちゃないですけど議会

にもおられるんですが、更に卒業されましたが、旧大嶺高校の卒業生はこの中にた

くさんおそらくおられると思うんです。こういう経過の中で、地元の宇部興産と共

にまちづくりと市政の発展があっただろうと思うんです。ところがこれ結論だけ言



－44－ 

いますと企業は何とか生き延びたが、まちづくりでは炭坑の閉山と共に非常に困難

な時代がその後昭和４３年以降ですねやっぱ続いてきてるんですね。しかしながら

企業の社会的責任、これを見ると、まだまだ市内全域にかつて栄えた炭坑のまち

が、ある面企業が放置している跡地やまた老朽化した建物ですね、無残にも放置し

たまんまの状態がまだ一部地域的には残ってると思うんですね。そうした中で鉱産

税というものが年間にすれば非常に落ち込みが激しいが、たまたま今年度多少鉱産

税が増えたということなんですが、増えたからといって安易に喜べないのが当然経

済活動を企業がすれば、環境も含めながら経済的なメリットをかなりの部分で市が

ですね環境保全のためとか、空気、水、含めてですね生活環境を良くするために

は、企業の経済活動と相矛盾する問題を、行政が市が美祢市がきれいにして行かな

ければならない仕事があるわけです。ですからそうした仕事との兼ね合いで、行政

が負担をするものもあると思うんですね。そうした点から行くならば、この鉱産税

の税率というかトン当たりの単価がですね若干の会社によってばらつきがあるんで

すが、一つはこの企業で働く人達も含めて企業から入ってくる税収と雇用確保して

もらうということの役割、しかしながら、入ってくる鉱産税を含めて行政がそれだ

けの税収だけで全てが賄われるわけじゃないのが、逆に言えば企業活動で出て来る

弊害をそれを審議するところが環境審なんですが、そうした答申を受けながら汚れ

る道路やら川も含めてきれいにしなければならない行政コスト。そうした問題をみ

るならば若干増えたということで喜んでいいものやら、それと同時にこうした鉱産

税が若干増えるということは企業の経済活動なりそうした作業が活発化していく

面、反面逆にまた行政がそれを補うためのコストが増えているんじゃないか。そう

した視点で今一度鉱産税が適正なのかどうなのか、それから一般質問の初日でも言

ったんですが、企業がかつて経済活動ですね、炭坑で儲けた時代に確保した用地が

やりっぱなしになっていると。それの利用、活用も含めて今後まちづくりの中で重

要なことが、これおそらく旧美祢市だけじゃなくて、秋吉のあの辺当たりも住友、

ここで住友が出てこんのがなんでかようわからんのですけどね。看板だけは住友が

秋吉には見えるんじゃけど（発言する者あり）ということなので、そうしたところ

が企業がやりっぱなししているところは整理して、今後対策を取られることが是々

非々ですね言うべきことはきちんと言うというと。１・２・３点にわたって質問し

たんですが、明確に１・２・３というところの仕切りがないので、その辺をよく整
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理してお答え願いたいと思います。以上。 

○委員長（安冨法明君） 基本的にですね議案に対する質疑、意見等は終わっており

ますが（発言する者あり）執行部のほうでどなたが答弁が出来るでしょうか。は

い、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 非常に南口委員は論客でいらっしゃるから、いろんな面を含

んだ質問だったんだろうと思います。今おっしゃったですね、かつては石炭があり

ました。今は石灰を中心とした鉱業のまちでもありますね。今お手元にお配りした

資料でもおわかりのように、年間１，８００万トンを産出しておるということで、

いつも私が申し上げておるように、非常に日本でも有数の石灰石の産地であるとい

うことですね。これはですね南口委員も質問の中に触れられましたけど、これほど

の産出量を出しておるということは、それほどの雇用を持っておると。雇用の場を

確保していただいておるし、またその雇用確保していただいておるということは、

その方々がこの市内で消費行動を起こしておられるということで、あらゆる商行為

にも恩恵をもたらしていただいておるということがあります。それとですね日本有

数の石灰産地というのは市民にとってもやはり誇りでありますし、市民の意識付け

の活性化というふうにおいても大きな雇用効果をもたらしておると私は認識をいた

しております。その反面、今、南口委員がですね、いろんな面で環境等に影響及ぼ

しておるんでその辺のことも考えておられるということでしたが、それぞれの企業

におかれて、一生懸命周辺の環境等も考慮されて企業活動を営んでおられるという

ふうに認識しておりますし、万が一問題があるときには環境審でいろんなことをご

審議いただいて、その結果に基づいて企業活動をきちっとしておられるというふう

に考えております。今鉱産税をですねどういうふうに適正に使うかと言う話をちら

っとおっしゃったようですけども、今６，０００万円程度年間入っておるというこ

とでございますね。この鉱産税は適正に市政運営のために使わせていただいており

ます。その環境も含めたことにも使わせていただいておりますし、市の活性化のた

めにも使わせていただいておるということで、この鉱産税率が高いか低いかという

ことにつきましては、ちょっと今ここでは私は発言は控えたいというふうに思いま

す。よろしいですか。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） こういうまあ宇部興産を始めですね、旧小野田セメントの太
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平洋セメントさん、地元じゃ雇用対策も含めて大変お世話になっているんですね。

ところがその反面もう既に、例えば最近あまり古くなって目立たんようになったん

ですけど、美祢市の３１６号を登ると於福町というところがあるんです。於福町の

ところの左側は住宅があって非常にいいんですけど、こっちの右側の山の斜面に２

０年前はぼこっとはげみたいな頭で言うはげみたいなのがぼーとあって、それで下

のほうにベルトコンベアがあって工場の汚い工場の跡地があって、私近づいてみた

らもうそこ操業してないんですね。結果的に長い間やりっ放しで、だんだんだんだ

ん周りが崩れていってあんまり今は目立たなくなったんです。そうした無残にも企

業がいろいろ手をつけてやめたと。そのまま放置されてるというようなところは、

この前も言ったように税収が入ってきてますから税収をしっかりみながら、それは

もらいながら今後さっきのまちづくりじゃ何じゃかんじゃといろいろ今から新たに

やってでしょうから、おそらくまちづくりの答申と言えば当然１年、２年議論しな

がら１０年サイクルでまちづくりというのは成り立つもんですから。長期的に考え

て行ったときに過去１０年、２０年振り返ってみて放置されて、そこの利用、活用

を当然計画してますから。そうするといらなくなったものは、普通なら燃えるごみ

燃えないごみで分けて捨てられるけど、土地ばっかしはそうはいきませんので、い

らないものは返していただくと。決して美祢市の負担にならないように。と言うこ

とで鉱産税との関係で鉱産税だけでみるなら、私は決して単価も含めてですね美祢

市がいろんな意味で負担をしてきた経過、また今も環境問題等の負担を考えるなら

ば、この価格が適当かどうかという点では考える余地があると思う。但し企業に対

して行政なり行政のトップはこの新しい美祢市を作って行くためには、言うべきこ

とはきちっと言うと。主張すべきことはきちんと主張するということが大事なので

はないかということを最後にお尋ねをして、質問に代えさせていただきます。以

上。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今、於福のことをおっしゃったけど於福の台山ですね。採掘

したあとがあります。今は会社がないですから具体的に言いますけど、東亜産業と

いうとこが掘っておりまして、私が小さい頃あそこから石灰石を取って於福駅にホ

ッパーで軌道が河川敷をっていたんですよ。そして於福駅まで持っていってホッパ

ーで貨車に落として出しておったということで、私も小さい頃、非常に於福が活力
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があるなと感じておった象徴のようなもんですね。それが今ある程度地肌が出てま

すけれども、それはやはり先人の方々が一生懸命生きてこられた証でもあるという

ふうな部分の捉え方もしております。我々が秋吉台を自然として活用させていただ

いておるし、その外れのこちらについては、その一部を人類のための資源として使

わさせていただいておるという意味において、この美祢市というのは大きな面で多

面性を持っておるといつも申し上げておるんですが、今企業に対するいろんなこと

を毅然としてトップとしてお話をされたらどうかということがありました。当然の

ごとくこの美祢市のためになること、美祢市民になることにつきましてはですね、

私は行政のトップとして、その立場で企業サイドときっちりいろんな問題があれば

話をさせていただくという覚悟もありますし、今までもそうさせていただいており

ます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっと関連ですけどね。多分もう２０年なるんじゃないか

と思うんですが、私が総務企業委員長の時代ですね、鉱産税について、総務企業委

員会が勉強会しようということでやった経緯があるんです。当時、秩父、新見、津

久見など視察に参りまして、鉱産税の現状と税率というわけですか、トン当たりな

んですが、山出しのトン数によって単価を掛けると。当時も３５０円だったと記憶

しております。２０年前でもそういう金額のままになってるんですが、その時以来

これを論じたことないんですね。２０年間。ふと２０年前思い出したんですが、そ

うした産石地域の市がどの程度かというのは、現状はお調べになっておられるんじ

ゃろうかどうやろか。それだけちょっとお伺いして、もし調べてなかったら出来れ

ば併せて調べていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、川島税務課長。 

○総務部税務課長（川島 茂君） 只今、竹岡委員のご質問にお答えいたします。現

状では調べておりません。先程お話しがありましたように、何らか調査はして行き

たいと思っております。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか、この件に関しては。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それじゃですねほかにございますか。山中委員。 

○委員（山中佳子君） ケーブルテレビについてお尋ねします。当初は旧一市二町の
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情報の一元化を目指すということで、先日２月２０日には秋芳町に山口ケーブルの

方がお見えになりまして説明がありました。秋芳町では月額１，５７５円で５チャ

ンネルプラスＳＴＢで２２チャンネル、計２７チャンネル入るということで美東町

もそれは同じだということですが、美祢市においてもこれはその後これから視聴可

能なものになるんでしょうか。多チャンネルを見ることが出来るのか、それを一点

お伺いします。それからＭＹＴは今はアナログ放送でアナログ送信だと思います

が、４月２４日以降は美東・秋芳でも視聴できるのか、その辺をお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（安冨法明君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 只今の山中委員のご質問に対して、ご質問された以

外のことも含めまして、情報一元化の現状についてご説明をいたしたいと思いま

す。秋芳地域におきましては、山口ケーブルビジョンが２月から申し込みの受付を

開始しておりまして、接続工事が終わった方から番組をご視聴いただけるようにな

っております。それから３月１日からＭＹＴの自主制作番組、この議会中継も含め

てですが、これが市内全域のケーブルテレビ加入者の方にご視聴頂けるようになっ

ております。これで情報の一元化については大きく前進したのではないかというふ

うに考えておりますが、まだ残された課題といたしまして、今言われた美祢地域の

多チャンネル化、秋芳・美東については山口ケーブルビジョンのサービス区域とい

うことで、基本契約で多チャンネルを視聴することが出来ますが、美祢地域におい

てはＭＹＴのサービスエリアということで、現在のところ多チャンネルの視聴は出

来ておりません。ですから新たな情報格差が生じておるということも言えるかと思

いますが、これについては今後の取り組みになりますが、いろんな方法があると思

います。ＭＹＴが単独でやる方法。それから山口ケーブルビジョンに秋芳・美東と

併せてやっていただく方法等いろんな方法が考えられると思いますが、いずれにし

ましても費用対効果等十分に審議調査した上で取り組む必要があるというふうに考

えております。それから秋芳・美東のアナログで１２チャンネルでＭＹＴの放送を

視聴いただけるようになりましたけど、これはアナログ放送が停止後につきまして

も、ケーブルビジョンは経過措置でアナログ放送しばらく放送できるようになって

おりますので、それでご視聴いただけます。その後についてはまだ具体的なことに

ついてははっきりしておりませんが、引き続き秋芳・美東において放送できるよう
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に今協議を進めておるところであります。秋芳地域において、秋芳有線のサービス

が現在電話とインターネットとそれから告知放送というふうに三つ主なサービスが

ありますが、これが山口ケーブルビジョンのサービスと重なるところがあるという

ことで、今後これをどうしていくかということについては、現在地域情報化計画と

いうことで具体的に検討進めまして、現在素案を具体的に作る作業に入っておりま

して、近いうちに議会にもお示しをしてご意見をいただいて進めて参りたいと思い

ます。電話については当初の役割については現在の携帯電話の普及率等考えます

と、その役割は薄れてきておるのではないかというふうに考えております。インタ

ーネットにつきましても山口ケーブルビジョンと重なっているということもあっ

て、よりよいサービスのほうに集約するような方向で進めたほうがいいんではない

かというふうに考えております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。山中委員。 

○委員（山中佳子君） こないだ２月２０日に私岩永地区の説明会に出席させていた

だきましたけれども、かなりの方が関心を持って来られてたんですが、なかなか説

明が分かりづらくて、皆さんかえって混乱されたようなところがあったのではない

かと思いますが、加入がどのくらいに今寄せられているか、その辺は分かります

か。 

○委員長（安冨法明君） はい、末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 委員のご質問にお答えいたします。分か

りません。今のところも申し込みはどんどん来てるということを聞いております。

まだ接続された家はまだ先週の段階においては一件もまだないと、今から工事の計

画を組むというようなことで報告を受けております。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） あまりに加入者が少ないとかいうようなときには、市のほう

でまた改めて説明会をしていただけるようなことがあるんでしょうか。その辺のと

ころは考えていらっしゃいませんか。 

○委員長（安冨法明君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 今後その山口ケーブルビジョンへの加入促進する上

で今ネックになっておるのが、秋芳有線のほうとダブルでその利用料を払っていた

だかなくてはいけないと。ですから両方１，５００円程度ですから３，０００円ぐ
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らい利用料の負担がかかってくるということもありまして、その利用料負担につい

ても今後どうするのかということも含めて、また必要であれば説明会も開催するよ

うに、市と山口ケーブルテレビジョンの協議で進めて参りたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） あれですよね部長、加入促進期間が現実に設定がしてある

わけだからその間にやることをやらないと。その辺との兼ね合い。（発言する者あ

り）それとですね委員長のほうからお聞きしますが、今美祢地域のですね九州波の

再送信とか多チャンネル化ということについての明確なお答えがなかったですよ

ね。それで実は記憶にあると思いますが、１２月の議会で委員長報告に対する質疑

がございまして、西岡議員のほうからございました。旧美祢市地域が有線テレビの

事業主体が有線テレビであることから置き去りにされる可能性があるということに

対しての危惧だったと思うんですが、これに対する十分な回答にちょっとなってな

いんで、委員長報告でせっかくいい報告がしたいなと思ったけど、あまり出来そう

にないんですが、明確な答弁というのは今の段階ではできんのですかね。はい、田

辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 今の委員長のご質問ですが、美祢地域の多チャンネ

ル化については先程ちょっと申しましたように費用対効果、それからＭＹＴ、美祢

地域はＭＹＴ、秋芳・美東は山口ケーブルがやっておって、それぞれ国の補助事業

で導入しておって、その同じ国の補助事業ですけど、一方は総務省、一方農水省と

いうこともあります。それから一方が市の公の施設、それからケーブルテレビは第

三セクターですが、民間の会社ということもありまして、それをその一緒にＭＹＴ

で単独に多チャンネルを導入する方法もありますけど、それについては莫大な経費

もかかるし人手もかかる。かといって山口ケーブルビジョンにすぐに美祢地域のサ

ービスをやっていただくということもメリット、デメリット、それから法的な問題

も考えられるということで、慎重に調査を進めて行く必要があるのではないかとい

うこともありまして、すぐには実施は出来ませんけど、出来るだけその早い時期に

（発言する者あり）目途はですね、今、担当者で考えておるレベルでは遅くとも１

年以内ぐらいに明確な方針を出して、それから予算計上させて頂けたらというぐら

いしかまだ現時点では進んでおりません。以上です。 

○委員長（安冨法明君） ほかに委員さんその他の件でお伺いしておりますが、よろ
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しいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それじゃですね、ないようでございますから、本委員会を

これをもって閉会をいたします。ご協力ありがとうございました。お疲れでござい

ました。 

午後３時００分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

平成２３年３月８日 

 

総務企業委員長 

 

 


